
マンション敷地売却制度の流れ

買受人にマンションと敷地を売却

マンション敷地売却組合の設立認可※

分配金取得計画の決定・認可※

・申請に基づき、特定行政庁が認定

買受計画の認定※

・４／５以上の多数により決議（売却の相手方、売却代金、分配金の算定
方法）

・買受計画の内容：マンションの買受け・除却、代替住居の提供・あっせん
（買受人（デベロッパー）が申請）

※認定/認可権者：都道府県知事又は市長

■区分所有者は計画で定めた期日までに分配金を取得

■担保権付きの区分所有権に係る分配金は、区分所有者に

支払わずに供託し、担保権者が物上代位できることとする

■借家権者は期日までに補償金を取得

■居住者は期日までにマンションを明渡し

・期日において個別の権利が組合に集約。担保権・借家権は消滅

●マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律

地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため、マンション及びその敷
地の売却を多数決により行うことを可能とする制度を創設する等の所要の措置を講ずる。

目的・背景

・南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震発生のおそれがある中、生命・身体の保護の観点から、

耐震性不足の老朽化マンションの建替え等が喫緊の課題。

⇒現在のマンションストック総数約590万戸のうち、旧耐震基準に基づき建設されたものは約106万戸。
一方、マンション建替えの実績は累計で183件、約14,000戸 （H25年4月時点）。

耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに

建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環

境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可に

より容積率制限を緩和。

・買受人がマンションを除却 危険居住を解消

耐震性

容積率の緩和特例

反対区分所有者への売渡し請求

・３／４以上の多数の同意

・時価で買取り

組合がマンションと敷地の権利を取得

マンション敷地売却決議

耐震性不足の認定

・区分所有者は、①新マンションへの再入居、②他の住宅への住替え
を選択
・従来の建替えより合意形成が容易

買受人が新たにマンション等を建設

一般のマンション 耐震性不足のマンション

改修
・区分所有法による改修
⇒3/4以上の賛成 ・耐震改修促進法による改修

⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例

建替え

・区分所有法による建替え（個別売却）
・マンション建替法による建替え（権利変換）

⇒4/5以上の賛成 ・マンション敷地売却制度の創設
⇒4/5以上の賛成

・容積率の緩和特例
取壊して
住替え

民法原則に基づき全員同意が必要

Ｈ25改正で措置

本改正で措置

現行制度と今回の改正

：法律の規定内容

H26.6.25公布、Ｈ26.12.24施行


